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」Aかみつがでは、本キヤンペーンでお預入れいただいた貯金総額のO.02%に相当する金額を

台風 18号等災害で被災した地域へ義援金または寄付金として寄付いたします (お客様のご負担はございません )。

ス ーバ ー 定 期          ●預入金額20万円以上1"000万円未満

条件①～④のいずれか
1つに該当の方

当JA口座で給与受け取りをされている方  :

嘉沼讐軍t壇望打だ秀
お持ちの方もしくは

 :
当JAで口…ン(貯金担保を除く)をご利用さ :

れている方

※ATMで の定期貯金受入は対象外とさせていただきます。

年金振込をこ指定いただいた方に、粗品のプレゼントや各種行事のこ案内などをさせていただいております。
詳しくは窓□でおたずねください。

当JAの組合員の方 (新規加入含む)

当JAで公的年金をお受け取りされている方
もしくは当JAにご変更された方

方

国

Ъ いずれかが選べます。

※写真はイメージです。



商品概要説明書
JAかみつが ウインターキャンペーン2015

(平成27年 11月 2日 (月 )～平成28年 1月 29日 (金 )適用)

商品名 ・スーパー定期貯金(1年一単利型 3年 一複利型〉

ご利用いただける方 ・個人

期 間
。定型方式 1年。3年
・預入時のお申し出により自動継続 (元金継続または元利金継続)の取扱いができます。

預入方法

(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

一括預入
20万円以上1,000万 円未満
1円単位

払戻方法 ・満期日以後に一括して払い戻します。
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(1)適用金利 特別金利として預入時のキャンペーン適用利率を満期日まで適用します。    ・

自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の店頭表示の利率を当該満期日まで適用します。
※ただし、すでに当JAにて契約している定期貯金を解約しての開設もしくは満期時の書替は対象外とします。
満期日以後に一括して支払います。
付利単位を1円として1年を365日とする日割り計算をします。
個人のお客さまは20.315%(国 税 15.315%、 地方税5%)※の分離諜税となります。
※平成49年 12月 31日 までの適用となります。
窓口にお問い合わせください。

手数料

付加できる特約事項

・自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)

。個人のお客さまはマル優 (障がい者等を対象とする「/1ヽ額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。

中途解約時の取扱い

①6ヶ月未満
②6ヶ月以上1年 未満

①6ヶ 月未満
②6ヶ 月以上1年未満
③l年以上1年 6ヶ 月未満
④l年 6ヶ 月以上2年未満
⑤2年 以上2年 6ヶ 月未満
⑥2年 6ヶ 月以上3年未満

解約日における普通貯金利率
預入日の店頭表示利率×50%

解約日における普通貯金利率
預入日の店頭表示利率×40%
預入日の店頭表示利率×50%
預入日の店頭表示利率×60%
預入日の店頭表示利率×70%
預入日の店頭表示利率×90%

・原則として期限前解約はできません。
。預入期間1年のものを満期日前に解約する場合は、約定利率を適用せず預入日の店頭金利に戻し、以下の
中途解約利率 1/1ヽ数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。

ただし、②の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
。預入期間3年のものを満期日前に解約する場合は、約定利率を適用せず預入日の店頭金利に戻し、以下の
中途解約利率 1/1ヽ数点第4位以下切捨て)により6か月ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。

ただし、②～⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

貯金保険制度
(公的制度)

・保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済
用貯金 (当座貯金。普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という
3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万 円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および紛争
解決措置の内容

紛争解決措置

苦情処理措置

憎 又 l,お11侃 詐婁 層晶 島 苛 記 皆と逮 I、宮 拝 括 騎 房IM繕 肇
に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、栃木
県農業協同組合中央会が設置。運営する栃木県JAバンク相談所 (電話 :028-625‐ 1003)で
も、苦情等を受け付けております。

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。埼玉弁

蘭ホ∂菫ょび

ンク相談所を通じてのご利用となります。上1記栃木県JAバンク相談所にお申

その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は解約日または書替継続日|こおける普通貯金利率により計算します。

義援金または寄付金について

。JAかみつがでは、本キャンペーンでお預入れいただいた貯金総額の0.02%に相当する金額を、台風18号等災害で
被災した地域へ義援金または寄付金として、当JA管内各市 (鹿沼市。栃木市。日光市)等へ寄付いたします
(お客様のご負担はございません)。

蘭萬11乱誤ださぃ。ム JAかみつが 本店貯金課 TEL 0289¨ 65…1003
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